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主幹教諭研修「研修テーマに関する法規について」 

研修テーマ：学校と地域 

 

１ 学校評議員制度 

中央教育審議会は、「今後の地方教育行政の在り方について（答申）」（1998（平成 10）年９月）

において、学校が地域住民の信頼にこたえ、家庭や地域が連携協力して教育活動を展開するため

には、学校を開かれたものとするとともに、学校の経営責任を明らかにするための取組が必要で

あるとしている。そして、学校外の有識者等の参加を得て、校長が行う学校運営に関し幅広く意

見を聞き、必要に応じ助言を求めるため、地域の実情に応じて学校評議員を設けることができる

よう求めている。また、学校評議員には、学校運営の状況等を地域に周知することなどにより、

学校と地域の連携に資することが期待されるとしている。 

これを受け、学校・家庭・地域社会という三つの教育主体のネットワークづくりに向けた取組

の一つが、学校評議員制度である。 

学校教育法施行規則第 49 条により、学校評議員の設置に関しては、学校設置者が決定すると

いう「任意設置主義」が規定されており、これは学校教育法第５条にある「設置者管理主義」を

反映している。学校評議員は、校長の求めに応じて、自己の責任の下で個別に意見を述べる。評

議員自らが学校評議員会を組織し建議を行ったり、意見を述べる事項を決定したりすることはな

い。また、校長は、必ずしも個別に意見を聴く必要はなく、評議員が一堂に会して意見交換を行

う場等を設定することも可能である。学校評議員の定数や任期などは、学校の設置者が教育委員

会規則等で決める。（「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について（通知）」（2000

（平成 12）年１月）より） 

 

【教育基本法】 

第十三条 

 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚すると 

ともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

 

【学校教育法】 

第五条 

学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学

校の経費を負担する。 

 

【学校教育法施行規則】 

第四十九条 

 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。 

２ 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 

３ 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののう 

ちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。 

 

２ 学校運営協議会（コミュニティ・スクール） 

新しいタイプの学校（“コミュニティ・スクール”等）の設置を促進することについて打ち出 

されたのは、2000（平成 12）年 12 月の「教育改革国民会議報告―教育を変える 17の提案―」に  
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おいてである。この後、中央教育審議会「今後の学校の管理運営の在り方について（中間報告）」 

（2003（平成 15）年 12 月）等を経て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正（2004

（平成 16）年法律第九十一号）され、学校運営協議会制度は正式に導入された（2004（平成 16

年９月）。「今後の学校管理運営の在り方について（中間報告）」の第２章１では、地域が公立学校

の運営に参画することの意義について述べられている。 

 

【教育改革国民会議報告－教育を変える 17の提案－】2000（平成 12）年 

４ 新しい時代に新しい学校づくりを 

◎新しいタイプの学校（“コミュニティ・スクール”等）の設置を促進する 

 新しいタイプの学校の設置を可能とし、多様な教育機会を提供する。新しい試みを促進し、

起業家精神を持った人を学校教育に引き込むことにより、日本の教育界を活性化する必要があ

る。 

［提言］ 

（１）私立学校を設置しやすいように、設置基準を明確化し、施設・設備の取得条件を緩和す

る。親の教育費負担の軽減に加えて、新しいタイプの教育を実現するための私学振興助成を充

実させる。 

（２）研究開発学校を地域指定できるように拡充し、地域との連携を図りながら新しい試みを

実施する。 

（３）地域独自のニーズに基づき、地域が運営に参画する新しいタイプの公立学校（“コミュニ

ティ・スクール”）を市町村が設置することの可能性を検討する。これは、市町村が校長を募集

するとともに、有志による提案を市町村が審査して学校を設置するものである。校長はマネジ

メント・チームを任命し、教員採用権を持って学校経営を行う。学校経営とその成果のチェッ

クは、市町村が学校ごとに設置する地域学校協議会が定期的に行う。 

 

【中央教育審議会「今後の学校管理運営の在り方について（中間報告）」】2003（平成 15）年 

第２章 地域が参画する新しいタイプの公立学校運営の在り方について 

１ 地域が公立学校の運営に参画することの意義について 

 ・我が国の公立学校の運営は、関係法令に基づき、教育委員会及び校長の権限と責任の下で行わ

れている。こうした学校の運営の在り方は、学校運営に関する責任の所在を明確にするととも

に、一定の教育条件・教育内容を確実かつ均等に保障する上で重要な役割を果たすものである

が、一方で、学校の運営の状況が保護者や地域住民等に分かりにくく、学校の閉鎖性や画一性

などにつながりがちであるとの指摘もなされてきた。 

・学校は地域社会を基盤として存在するものであり、充実した学校教育の実現には、学校・家庭・

地域社会の連携・協力が不可欠である。 

これまでも、地域に開かれた信頼される学校づくりを目指して、全国の学校で様々な取組が進

められてきた。例えば、平成 12 年に導入された学校評議員制度は、既に半数以上の学校で導

入されている。また、学校側からの動きだけでなく、保護者や地域社会からの学校への働き掛

けも活発化してきた。例えば、学校支援のための様々なボランティア活動などの取組も各地で

進みつつある。 

・このような中で、近年、学校と地域社会との連携・協力を更に一段階進め、地域の力を学校運

営そのものに生かすという発想が出てくるようになった。平成 12 年の教育改革国民会議報告

においては、「新しいタイプの学校（“コミュニティ・スクール”等）の設置を促進する」と

いう提言が行われ、文部科学省では、平成 14 年度から、モデル校を指定して、新しいタイプ
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の学校運営の在り方に関する実践研究を実施している。 

また、政府の規制改革推進３か年計画（再改定）においては、「コミュニティ・スクール導入

のための制度整備」に関して、法令上の規定を設けることについて平成 15 年中に検討し結論

を出すことが決定されているところである。 

・経済・社会の大きな構造改革の中で、可能な限り地方分権を進め、権限と責任を「現場」に近

いところに移していこうとする流れが急速に進んでいる。また、従来は公的部門が単独で担っ

てきた分野についても、住民等に参画を求め、その力を生かすことによってより良い成果を実

現していこうとする動きが顕著となりつつある。特に、文化活動や社会教育の分野においては、

近年、各地で特色ある取組が見られるようになっている。公立学校の運営に保護者や地域住民

の参画を求めることにより、学校を内部から改革しようという考え方は、このような社会全体

の大きな改革の流れの中に位置付けられるものである。 

・都市化の進行等に伴い、多くの地域でかつての地縁に基づく地域社会が変容し、「地域の学校」

という考え方が次第に失われてきた。しかし、その一方で、保護者や地域住民の側に、自らが

学校の運営に積極的に参画することによって、自分たちの力で学校をより良いものにしていこ

うとする意識が生まれつつある。こうした意識の高まりを的確に受け止め、学校と保護者や地

域住民が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となるような仕組みを構築していく

ことが求められている。 

・各学校の運営に保護者や地域住民が参画することを通じて、学校の教育方針の決定や教育活動

の実践に、地域のニーズを的確かつ機動的に反映させるとともに、地域ならではの創意や工夫

を生かした特色ある学校づくりが進むことが期待される。学校においては、保護者や地域住民

に対する説明責任の意識が高まり、また、保護者や地域住民においては、学校教育の成果につ

いて自分たち一人一人も責任を負っているという自覚と意識が高まるなどの効果も期待され

る。さらには、相互のコミュニケーションの活発化を通じた学校と地域との連携・協力の促進

により、学校を核とした新しい地域社会づくりが広がっていくことも期待される。 

・地域の参画による学校運営は、これまでの実践研究の成果等にも示されるとおり、現行におい

ても、学校評議員制度など各種の制度の柔軟な活用によって、かなりの程度実現することが可

能であり、今後ともすべての学校において、地域に開かれた学校づくりを目指した取組を推進

することが求められる。特に、開かれた学校づくりの原点として、保護者や地域住民が学校に

対する様々な意見や要望を、幅広く、また気軽に相談できるような窓口を拡充していく必要が

ある。 

一方で、例えば、学校評議員制度については、その意見を踏まえて教育内容の改善を行うなど、

大きな成果を上げる学校があるものの、運用上の課題を抱え、必ずしも所期の成果を上げ得な

い学校もある。また、学校評議員制度の、校長の求めに応じて意見を述べるという役割を超え

て、より積極的に学校運営にかかわることができるような新たな仕組みを検討すべきとの指摘

もある。 

このため、公立学校をより多様で魅力的なものとするためには、これまでの取組を更に発展さ

せるとともに、その枠組みを超えて、新たに保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って主

体的に学校運営に参加する仕組みを制度的に確立し、新しい学校運営の選択肢の一つとして提

供することも必要と考える。今後、こうした新しい学校運営の在り方について更に詳細な制度

設計を行った上で、明確な法令上の根拠を与える必要がある。 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

 中央教育審議会 

「今後の学校管理運営の在り方について（中間報告）」第２章 

 

 こうして学校運営協議会制度は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律」（2004(平成 16)年法律第九十一号）において創設されることとなる。学校運営協議会制度導

入後、2015（平成 27）年、中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地

域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答申）」を受け、学校運営協議会の役割の見直

し等が行われた。そして、2017（平成 29）年、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正さ

れ、学校運営協議会の設置が努力義務化された。 

 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律】 

第四十七条の五 

１ 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該

学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くよ

うに努めなければならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要が

ある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置

くことができる。 

２ 学校運営協議会の委員は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。 

一 対象学校（当該学校運営協議会が、その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する

学校をいう。以下この条において同じ。）の所在する地域の住民 

二 対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者 

三 社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動

推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者 

四 その他当該教育委員会が必要と認める者 

３ 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。 

４ 対象学校の校長は、当該対象学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定

める事項について基本的な方針を作成し、当該対象学校の学校運営協議会の承認を得なければな

らない。 

５ 学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必

要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保

護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に

資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積

極的に提供するよう努めるものとする。 

６ 学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項（次項に規定する事項を除く。）について、

教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。 

７ 学校運営協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項

について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職
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員が県費負担教職員（第五十五条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその

任用に関する事務を行う職員を除く。）であるときは、市町村委員会を経由するものとする。 

８ 対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意

見を尊重するものとする。 

９ 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が

生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営

を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

１０ 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営  

協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。 

 

【義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第五号）（抄）】 

附則 

（学校運営協議会の在り方の検討） 

第五条 

政府は、この法律の施行後五年を目途として、第四条の規定による改正後の地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第四十七条の五の規定の施行の状況、学校教育を取り巻く状況の変化等

を勘案し、学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点から、学校運営協議会の在り

方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 

 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の

学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合を定める省令（平成二十九年文部科学

省令第二十三号）（抄）】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五第一項ただし書に規定する二以上の

学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合は、

次に掲げる場合とする。 

一 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び中学校において、学校教育法施行規則（昭和

二十二年文部省令第十一号）第七十九条の九第一項の規定により小学校における教育と中学

校における教育を一貫して施す場合 

二 同一の教育委員会の所管に属する中学校及び高等学校において、学校教育法（昭和二十二

年法律第二十六号）第七十一条の規定により中学校における教育と高等学校における教育を

一貫して施す場合 

三 同一の教育委員会の所管に属する小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が

進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を

生かした教育活動を行う場合その他教育委員会においてその所管に属する二以上の学校の運

営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めた場合 

   ＊なお、上記法令はすべて平成 29年 4 月 1日に施行されている。 
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【文部科学省Ｗｅｂサイトよりリンク】 

 学校と地域でつくる学びの未来 

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」 

 

文部科学省は、全ての公立学校がコミュニティ・スクールとなることを目指し、導入しようとす

る教育委員会や学校等に対してきめ細かな支援や助言を行うコミュニティ・スクール推進員（CSマ

イスター）の派遣を行う仕組みを導入している。コミュニティ・スクール推進員は、コミュニティ・

スクールの導入や実践経験を有する元校長や教育長、学校運営協議会会長等に委嘱している。その

派遣については、2018（平成 30）年４月の初等中等教育局長決定の文書による。 

 

 

 

 

 

 

 

【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

 「コミュニティ・スクールのつくり方」 

 

 

３ 学校評価 

学校評価は、子供たちがより良い教育を享受できるよう、その教育活動等の成果を検証し、

学校運営の改善と発展を目指すための取組である。 

学校評価については、2002（平成 14）年４月に施行された小学校設置基準等において、各学

校は自己評価の実施とその結果の公表に努めることとされた（第二条より：現在削除）。また、

保護者等に対する情報提供について、積極的に行うこととされた（第三条より：現在削除）。

2006（平成 18）年３月には、主に市区町村立の義務教育諸学校（小学校、中学校（中等教育学

校前期課程を含む）、盲・聾・養護学校の小・中学部）を対象に「義務教育諸学校における学校

評価ガイドライン」が作成され、各学校や設置者の取組の参考として活用されてきた。 

さらなる学校評価の推進を図るため、2007（平成 19）年６月、学校教育法の改正により第 42

条において学校評価に関する既定が新設された。同年 10月に学校教育法施行規則が改正され、

自己評価・学校関係者評価の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設

けられた。文部科学省は、2006（平成 18）年に「義務教育諸学校における学校評価ガイドライ

ン」、2008（平成 20）年には、「学校評価ガイドライン〔改訂〕」を作成し公にした。さらに、

2010（平成 22）年、文部科学省初等中等教育局に置かれた「学校の第三者評価ガイドラインの

策定等に関する調査研究協力者会議」における議論を踏まえ、学校の第三者評価の在り方に関

する記述を充実し、「学校評価ガイドライン〔平成 22 年改訂〕」を作成した。そして今般、2015

（平成 27）年６月の学校教育法等の改正により小中一貫教育の実施を目的とする義務教育学
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校の制度が創設されたこと等を受け、有識者からの意見聴取等を踏まえ、小中一貫教育の実施

に当たっての学校評価の在り方に関する記述を追加することについて検討する中で、2016（平

成 28）年「学校評価ガイドライン〔平成 28年改訂〕」を改訂した。この中では、学校評価の目

的や実施手法等が掲載されている。 

 

【学校教育法】 

第四十二条 

 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況

について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることによ

り、その教育水準の向上に努めなければならない。 

第四十三条 

 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、

これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状

況に関する情報を積極的に提供するものとする。 

 

【学校教育法施行規則】 

第六十六条 

 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果

を公表するものとする。 

2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うもの

とする。 

 

第六十七条 

 小学校は、前条第 1 項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の

当該小学校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう努

めるものとする。 

 

第六十八条 

 小学校は、第 66条第 1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はそ

の結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。 

 

※これらの規定は、幼稚園（第 39条）、中学校（第 79条）、高等学校（第 104 条）、中等教育学校

（第 113条）、特別支援学校（第 135 条）、専修学校（第 189 条）、各種学校（第 190 条）に、それ

ぞれ準用する。 

 

【いじめ防止対策推進法】 

第三十四条 

 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめ

の事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、

いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるように

しなければならない。 
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【学校評価ガイドライン〔平成 28年改訂〕より抜粋】 

＜学校評価の目的＞ 

① 各学校が、自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、その達成状

況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより、学校として組織的・継続的な

改善を図ること。  

② 各学校が、自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公表・説明に

より、適切に説明責任を果たすとともに、保護者、地域住民等から理解と参画を得て、学校・

家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めること。 

③ 各学校の設置者等が、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を

講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上を図ること。 

 

＜学校評価の実施手法＞ 

① 各学校の教職員が行う評価【自己評価】 

 

自己評価は、学校評価の最も基本となるものであり、校長のリーダーシップの下で、当該学

校の全教職員が参加し、設定した目標や具体的計画等に照らして、その達成状況や達成に向け

た取組の適切さ等について評価を行うものである。 

 

② 保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、自己評価の結果につ

いて評価することを基本として行う評価【学校関係者評価】 

 

学校関係者評価は、保護者、学校評議員、地域住民、青少年健全育成関係団体の関係者、接続

する学校（小学校に接続する中学校など）の教職員その他の学校関係者などにより構成された

委員会等が、その学校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、自己評価の結果について評価

することを基本として行うものである。 

教職員による自己評価と保護者等による学校関係者評価は、学校運営の改善を図る上で不可

欠のものとして、有機的・一体的に位置付けるべきものである。 

 

③ 学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、

自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況につい

て専門的視点から行う評価【第三者評価】 

 

第三者評価は、学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とし

た評価者により、自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運

営の状況について、専門的視点から評価を行うものである。 

第三者評価は、実施者の責任の下で、第三者評価が必要であると判断した場合に行うものであ

り、法令上、実施義務や実施の努力義務を課すものではない。 
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【文部科学省Ｗｅｂサイトより】 

 「学校評価ガイドライン〔平成 28 年改訂〕」 


